
弘前市工事設計書情報提供実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、弘前市情報公開条例（平成１８年弘前市条例第１９号。以下「条例」

という。）第２２条の規定に基づき、情報提供施策の充実を図るため、実施機関（条例第

２条第１号に掲げるもののうち市長をいう。以下同じ。）が発注した工事の設計書の情報

提供（以下「情報提供」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（情報提供の対象となる工事の設計書） 

第２条 情報提供の対象となる工事の設計書は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 予定価格が１，３００，０００円を超える工事に係るもの 

(2) 実施機関が入札を執行し、及び契約を締結した工事に係るもの 

(3) 条例第７条各号に規定する不開示情報が記録されていないもの 

２ 実施機関は、次の各号に掲げる書類は情報提供の対象としない。 

(1) 予定価格調書 

(2) 見積書、見積比較表等 

(3) その他実施機関が対象としないと認めるもの 

 

（申請） 

第３条 情報提供を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、弘前市工事設計書情

報提供申請書（様式。以下「申請書」という。）にＣＤ-Ｒ（新品に限る。）を添付して実

施機関に申請をしなければならない。 

２ 申請は、郵送によることができない。 

３ 申請は、実施機関が入札を執行した日の翌日から起算して１０日を経過した日以後に行

うことができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期日を延長することができる。 

 

（情報提供の方法） 

第４条 実施機関は、前条第１項の申請があったときは、同項の規定により申請書に添付さ

れたＣＤ-Ｒに実施機関が定める形式により設計書の電磁的記録を複製したものを申請者

に交付するものとする。 

２ 情報提供は、１回の申請につき工事５件までとする。 

 

（費用） 

第５条 情報提供は、無料とする。 

 

（責任の制限） 

第６条 市は、申請書に添付されたＣＤ-Ｒからのコンピュータウイルスの混入等が原因で損



害を受けた場合は、当該申請者に対し損害賠償を請求することができる。 

２ 市は、申請者に対する損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。 

 

（適用除外） 

第７条 情報提供によらない情報の公開は、条例の規定に基づく開示請求の手続によらなけれ

ばならない。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（適用区分） 

２ この要綱の規定は、前項に規定する日以後に入札を執行した工事の設計書及び同日前に

入札を執行した工事であって実施機関が情報提供の対象とすることが適当であると認めた

工事の設計書について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 



 

令和  年  月  日  

弘前市長 様 

 

 

弘前市工事設計書情報提供申請書 

 

 

住  所 

 

申請者  氏  名 

 

電話番号 

 

 

下記工事について情報提供を受けたいので、弘前市工事設計書情報提供実施要綱第３条第

１項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

入札日 工事名称 

令和  年  月  日  

令和  年  月  日  

令和  年  月  日  

令和  年  月  日  

令和  年  月  日  

 

注意事項 

１ 申請者が法人等の場合は、その所在地、名称、代表者職氏名を記載してください。 

２ 申請は、郵送によることができません。 

３ 申請書に添付されたＣＤ-Ｒからのコンピュータウイルスの混入等が原因で市が損

害を受けた場合は、当該申請者に対し損害賠償を請求する場合があります。 

４ 市は、申請者に対する損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負いません。 

担当及び提出先：総務部契約課   

  連  絡  先：0172-35-1137    

様式（第３条第１項関係） 

 


